
水田畑地化にかかる経営所得安定対策の概要

水田畑地化による高収益作物の作付けに対しては、経営所得安定対策のうち水田活用の直接
支払交付金の下記の2つのメニューにより作付面積等に応じた支援が受けられます。

産地交付金

水田農業高収益化推進助成

令和3年6月時点

県と各地域（農業再生協議会）
がそれぞれ対象品目、交付単価等
のメニューを設定し、生産者の提
出する営農計画書等に基づき交付
されます。

市町村および県が作成する水田
農業高収益化推進計画に位置付け
られた産地や品目、生産者の取組
に対して交付されます。

上記の県のメニューに加え、各地域が設定するメニューから該当するものを交付

メニュー名 対象作物
交付単価
（/10a）

高収益作物畑地化支援
野菜や果樹等の高収益作物によ
る畑地化の取り組みに対して交
付

175,000円
（交付は1回限り）

高収益作物定着促進支援
高収益作物の新たな導入面積に
応じて交付（高収益作物畑地化
支援とセット）

20,000円×5年間
（加工・業務用野菜等の場
合は30,000円）

水田農業高収益化推進助成内容

交付対象となる取組 対象作物
交付単価
（/10a）

＜高収益化移行助成＞
畑地化による園芸品目の作付を目的と
した基盤整備前の最後の作付

麦、大豆、飼料用米等の戦略作
物

30,000円
（一定面積の連たんにより更

に20,000円を追加交付）

＜水田汎用化助成＞
水田に簡易な排水対策を実施し、園芸
品目の作付

白ねぎ、トマト、ピーマン等県
推進29品目+各地域推進品目

1年目：10,000円
2年目：20,000円
3年目：30,000円

水田畑地化にかかる令和3年度の産地交付金の県メニュー


